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第９3回 全日本学生スキー選手権大会
Intercollegiate　Skiing  Games  of  JapanIntercollegiate　Skiing  Games  of  JapanIntercollegiate　Skiing  Games  of  Japan

◎ 鹿角市実行委員会　事務局（鹿角市役所教育委員会スポーツ振興課内) 

　　〒018-5292　秋田県鹿角市花輪字荒田4-1

　　　　　　　　 TEL：0186-30-0286　FAX：0186-22-0888

　　　　　　　　 E-mail：93kazuno@gmail.com

◎ 鹿角市大会　実施本部（鹿角トレーニングセンター アルパス内）

　　〒018-5201　秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1

　　　　　　　　 TEL・FAX ＊後日、学連 HP・FB 等でお知らせします。 

　　　　　　　　（※開設期間は令和2年2月17日～27日）

◎ 公益社団法人　全日本学生スキー連盟事務局

　　〒164-0001　東京都中野区中野3-32-6-105

　　　　　　　　 TEL：03-3384-7913　FAX：03-3384-7923

　　　　　　　　 E-mail:office@isj.gr.jp

◎ 公益社団法人　全日本学生スキー連盟大会事務局

　（鹿角トレーニングセンター アルパス内）

　　〒018-5201　秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1

　　　　　　　　 TEL・FAX ＊後日、学連 HP・FB 等でお知らせします。 

　　　　　　　　（※開設期間は令和2年2月23日～27日）

公益社団法人  全日本学生スキー連盟

公益財団法人  全日本スキー連盟

第９３回全日本学生スキー選手権大会鹿角市実行委員会

秋田県スキー連盟、鹿角市スキー連盟

秋田県・秋田県教育委員会、鹿角市・鹿角市教育委員会

ＮＰＯ法人鹿角市体育協会､かづのイベント誘致協議会､十和田八幡平観光物産協会

仙北市・仙北市教育委員会、田沢湖高原リフト㈱、田沢湖スキークラブ

令和２年２月２４日（月）～２月２７日（木）

《 令和２年２月１３日（木） 秋田県田沢湖スキー場 》

花輪スキー場

アルペン競技：花輪スキー場 アルペンコース

　　　　　　　《 スーパ大回転：田沢湖スキー場 国体コース 》

クロスカントリー競技：花輪スキー場 クロスカントリーコース

ジャンプ競技：花輪スキー場 花輪シャンツェ

コンバインド競技：花輪スキー場 花輪シャンツェ・クロスカントリーコース
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全日本学生スキ―選手権大会 競技規程

※注）改正箇所は太字、下線付き表示としています。

令和元年 月 日 改正 
（最新版のみ記載）

第１章 総則

大会の名称は「秩父宮杯・秩父宮妃杯 第 回全日本学生スキー選手権大会」と呼称する。

英語表記する場合はｘｘ と併記する

（参加校の資格）

第１条 全日本学生スキー選手権大会の参加校は、本連盟定款第５条の正会員の資格を有し、運

営規則第３条の会費及び所属部会費納入の義務を履行しなければならない。

（参加選手の資格）

第２条 全日本学生スキー選手権大会の参加資格は、加盟校部員登録及び（公財）全日本スキー

連盟（以下「 」という。）会員登録、 競技者登録を完了している者とする。ただし、

次の各号に該当する者は、参加することが出来ない。

自校を卒業しないで他校へ転じた後、満１年を経過していない者

大学院生、聴講生及び校外生

全日本学生スキー選手権大会に出場４回を超えた者

２ 参加者は、出場する種目毎に 競技者登録を完了しているものとする。リレー出場者は

クロスカントリー競技者登録を必要とする。

（男子、女子各部校数及び新規加盟校）

第３条 男子及び女子各部校数は､次の各号のとおりとする。

 男子各部校数

女子各部校数

女子
１部校 １５校

２部校 上記以外の加盟校全校

２ 新規加盟校、再加盟校及び初参加校は、男子は３部、女子は２部からとする。

（競技種目および出場者）

第４条 競技種目、参加申し込み数および出場者数は､次の各号のとおりとする。

 競技種目は次表のとおりとする。ただし競技会場の状況により変更することがある。
種目

部 アルペン
ノルディック

ジャンプ コンバインド クロスカントリー

男子

１部 ＆ ｋ ｋｍ ｋｍ × ｋｍ

２部 ＆ ｋ Ｆ ｋｍ ｋｍ × ｋｍ

３部 ― ＆ ｋ Ｆ ｋｍ ｋｍ × ｋｍ

女子
１部  ＆ ｋ ｋｍ ｋｍ × ｋｍ

２部 ―  ＆ ｋ ｋｍ ｋｍ × ｋｍ

男子
１部校 １５校

２部校 ２５校

３部校 上記以外の加盟校全校
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（ ）採用する種目、走法及びジャンプ台の大きさ等は大会毎に理事会で決定する。 

参加申し込み（エントリー）数及び出場数は次表のとおりとする。

 
 
 
 
 
 
 
 

（4）競技の出場資格は必ず参加申し込み（エントリー）を指定した期日までに提出しなければな 
らない。 

（得点） 
第５条 男子及び女子各種目別得点は、次の各号のとおりとする。 

男子１部及び女子１部の各種目の得点は１位１１点、２位９点以下１０位１点とする。

男子２部の各種目の得点は１位１６点、２位１４点、以下１５位１点とする。

（ ）男子３部及び女子２部の種目の得点は１位３１点、２位２９点以下３０位１点とする。

（ ）男子１ ２部及び女子１部のアルペン 種目、男子 部ジャンプ競技、コンバインド競技、

及び女子ジャンプ種目も通常得点とする。

種目別学校得点はジャンプ＋コンバインド、アルペン、クロスカントリーの男女 部校の各

総合得点校の１位の学校のみを表彰する。

２ 同一種目で同順位の選手が複数人いるときの得点の計算方式は、同順位が２人の場合は、そ

の順位の得点と次の順位の得点を加えてその２分の１をそれぞれの得点とする。３人の場合は

３個の得点を加え、その３分の１をそれぞれの得点とする。（小数点 桁目を四捨五入）

（学校別順位の決定方法）

第６条 学校別総合順位は、大会の参加校（正式種目のエントリー完了した時点）の中から男子

１、２、３部及び女子１、２部毎に総合得点の大きい順に順位を定める。ただし、総合得点に

より順位が決定できない場合は、次の各号により決定する。

(1) 総合得点が同じ場合は、リレーの順位上位からとし、リレーの順位が無い場合は、前年度

総合順位の上位からとし、前年度順位がない場合は、最新の出場順位とする。 
総合得点が無い場合は、リレーの順位上位からとし、リレーの順位が無い場合は、前年度

総合順位の上位からとし、前年度順位がない場合は、最新の出場順位とする。

２ 公開競技のみ参加の場合については、参加校と認める。

又、不参加の場合は、該当する部の最下位に置く。

（入れ替え）

第７条 男子各部および女子各部の入れ替えは、次の各号のとおりとする。

男子１部校は最下位から２校が２部となり、男子２部優勝校及び２位校迄が１部校となる。

男子２部校は最下位から３校が３部となり、男子３部優勝校及び３位校迄が２部校となる。

（ ）女子１部校最は下位から２校が２部となり、女子２部優勝校及び２位校迄が１部校となる。

不参加校は各部の参加校より下位に置く。また、不参加校が複数ある場合は前年順位の順

とする。

（出場の定義）

第８条 出場は、いずれの種目においても、実際にスタートしたか否かに関わらず、スタートリ

ストに記載された時点で出場とみなす。ただし、リレーについては、出場する選手の届のあっ

た時点で出場とみなす。

２ 出場回数確認のための必要なドキュメントは次の各号のとおりとする。

ノルディック････････スタートリスト及びリザルト

アルペン････････････スタートリスト及びリザルト

リレー･･････････････スタートリスト及びリザルト

部

個人種目 リレー

申込数 出場者数 申込数 出場者数

男

子

１部 ９ ６ ８ ４

２部 ８ ５ ６ ３

３部 ６ ４ ６ ３

女

子

１部 ８ ５ ６ ３

２部 ６ ４ ６ ３
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（表 彰）

第９条 次の各号の優勝には、賜杯及び牌を授与する。

男子１部総合優勝は、秩父宮賜杯を授与する。

女子１部総合優勝は、秩父宮妃賜杯を授与する。

男子 部リレー優勝は、寛仁親王牌を授与する。

女子 部リレー優勝は、彬子女王牌を授与する。

２ 男子及び女子各部総合優勝は優勝旗を授与し、１０位までを表彰する。

３ 個人各部、各種目とも３位までメダルを授与し、１０位までを表彰する。

４ 全日本スキー連盟の競技規則に従い､正当な理由なしに表彰式に出席しない選手は､賞に対す

る請求権を失う｡例外的な状況では､その選手と同じチームの他の選手が代理で出席すること

もできるが､表彰台に代理として上がる権利はない｡

抗議

第１０条 競技に関する抗議については、全日本スキー連盟の競技規則に従い、定められた時間

内に文書で競技委員長に提出する。 
上記各項以外については、全日本スキー連盟の競技規則を準用する。ただし、全日本スキー連

盟の競技規則に準じない事項については、ジュリー会議の決定に従う。

（保険の加入）

第１１条 全日本学生スキー選手権大会に参加する者は、傷害保険に加入しなければならない。

加入手続きが未了の場合は、大会に出場することができない。

２ 全日本学生スキー連盟は、傷害保険加入手続きを一括し、行うことを奨励し、実施する。

３ 競技者は健康管理に注意し、競技中における傷害等は自己責任とする。

（学生運営委員の任務）

第１２条 学生運営委員は､各競技の運営等について協力し､全日本学生スキー選手権大会のレべ

ルの向上に努めなければならない｡

第２章 ノルディック

第１３条 全日本学生スキー選手権大会ノルディック種目の参加は、次の各号のとおりとする。

（ ）各大学の代表者は、チームキャプテンミーティングに出席しなければならない。 
出席のない学校は、競技に出場できない場合がある。

男子及び女子とも全種目に補欠選手のエントリーを認め、定められた期日までに、規定さ

れた正規の出場者数のエントリーを行う。

（ ）スタート順の抽選は、全日本スキー連盟の競技規則に準じて最新の有効ポイントリストに

よって行う。

ポイントを持たない選手のドローは、全日本スキー連盟の競技規則のとおりノーポイント

ドローを行う。

全日本スキー連盟の競技規則に準じない事項については、ジュリー会議の決定に従う。

コンバインド競技は、現在選手のポイントが設定されていないため、エントリー時に校内

順位を記載する。

ジャンプ技術が一定基準に達していたい選手は、選手の安全を考慮して より出場停止

の指示を出すことがある。

２ クロスカントリー走法については、次表のとおりとする。

（注  ディスタンス種目の走法はフリー又はクラシカルを隔年毎に変更する

（注  リレーコンビネーションの走法は以下の通りとする。

・男子１部は１・２走Ｃ、３・４走Ｆ 
・男子 2 部・女子１部は１走Ｃ、２・３走Ｆ 
・男子 3 部、女子 2 部は１・２・３走Ｆ 
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３ クロスカントリーのスタート方法は、次表のとおりとする。

第３章 アルペン

第１４ 条全日本学生スキー選手権大会アルペン種目は、次の各号のとおりとする。

各大学の代表者は、あらかじめエントリーしている申込数の中から、定められている出場者

数に変更しなければならない。

スタート順の抽選は、キャプテンミーティングの内でドローを行う。なお、チームキャプテ

ンミーティングには、各大学の代表者は、必ず出席しなければならない。

出席のない学校は、競技に出場できない場合がある。

ドローは、全日本スキー連盟の競技規則に準じて最新の有効ポイントリストによって行う。

ポイントを持たない選手のスタート順についてのドローは、全日本スキー連盟の競技規則通

り「ノーポイントグループドロー」にてスタート順を決定する。

全日本スキー連盟の競技規則に準じない事項については、ジュリー会議の決定に従う。

附 則

本規程は、任意団体の全日本学生スキ―選手権大会競技規定を引き継ぐものとする。 
2 本規定の改廃は理事会の決議による。 
3 本規定は、令和元年 10 月 19 日改正し施行する。 

全日本学生スキー選手権大会で行う公開競技の競技規則は、大会要項に掲載する。

クロスカントリー

男

子

（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） リレー

１部 予選は個別 個別 マス ― 個別 マス ― コンビネーション

マス 

２部 予選は個別 ― 個別 マス 個別 マス ― ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ ﾌﾘｰ

マス 

３部 予選は個別 ― ― 個別 マス 個別 マス フリー

マス 

１部 予選は個別 ― 個別 マス ― 個別 マス コンビネーション

マス 
女

子 ２部 予選は個別 ― ― 個別 マス 個別 マス
フリー

マス
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